
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
反応容器 (1)内の液状放射性薬剤 (2)を、加圧ガス (3)の圧力により移送用チューブ (4)及び
フラット針 (6)を介して、高速液体クロマトグラフィー用のインジェクタ (7)に供給するよ
うにした液状放射性薬剤注入方法において、前記移送用チューブ (4)に設けられたメンブ
ランフィルタ (5)を介して前記液状放射性薬剤 (2)を供給することを特徴とする液状放射性
薬剤注入方法。
【請求項２】
反応容器 (1)内の液状放射性薬剤 (2)を、加圧ガス (3)の圧力により移送用チューブ (4)及び
フラット針 (6)を介して、高速液体クロマトグラフィー用のインジェクタ (7)に供給するよ
うにした液状放射性薬剤注入装置において、前記移送用チューブ (4)に設けられ前記フラ
ット針 (6)と反応容器 (1)との間に位置するメンブランフィルタ (5)を有することを特徴と
する液状放射性薬剤注入装置。
【請求項３】
前記インジェクタ (7)はエアーアクチュエータにより切替えられることを特徴とする請求
項２記載の液状放射性薬剤注入装置。
【請求項４】
前記インジェクタ (7)は電動モータにより切替えられることを特徴とする請求項２記載の
液状放射性薬剤注入装置。
【請求項５】
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前記インジェクタ (7)の６方弁は複数よりなると共に、各６方弁は該当するカラムに対し
て選択的に送液することを特徴とする請求項２記載の液状放射性薬剤注入装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液状放射性薬剤注入方法及び装置に関し、特に、インジェクタの手前位置にメ
ンブランフィルタを設けることにより、メンブランフィルタのエアーロック現象を用いて
反応容器からメンブランフィルタまでを密封系としてインジェクタの切替えを行うための
新規な改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、用いられていたこの種の薬剤注入方法としては、例えば、特開平６－３１５７３号
公報に開示された吸引により試料をインジェクタのループに注入する第１従来例を挙げる
ことができる。
この第１従来例の場合、６方弁の出口側に接続したチューブをシリンジポンプの吸引動作
やあるいは真空ポンプを利用して、試料をインジェクタに吸引して注入し、試料は６方弁
のサンプルループに注入される。この試料の全量が注入されたことを、センサーで感知し
た時に、シリンジポンプ動作を止めるか、真空ポンプ側の電磁弁を閉じると共に、同時に
６方弁を切り替える。
これによりループ内の試料は高速液体クロマトグラフィーのポンプから圧送されてきた溶
離液により高速液体クロマトグラフィーのカラムに移送され高速液体クロマトグラフィー
の動作が始まる。
【０００３】
また、第２従来例（文献名は開示せず）としてのガス加圧により試料を液送してインジェ
クタのループに注入する方法の場合、試料が入っている容器を窒素ガスやヘリウムガスな
どで加圧して試料をインジェクタに送り、この試料は６方弁のサンプルループに注入され
る。試料の全量が注入されたことを、センサーで感知した時に、流量を止めると同時に６
方弁を切り替える。
これによりループ内に試料は高速液体クロマトグラフィーのポンプから圧送されてきた溶
離液により高速液体クロマトグラフィーのカラムに移送され高速液体クロマトグラフィー
の動作が始まる。
【０００４】
また、特開平６－１４８１５７号公報に開示された試料を吸引したニードルを注入ポート
へ移動し、シリンジで注入する第３従来例の場合、高速液体クロマトグラフィー用のニー
ドルをチューブで延長してシリンジポンプで吸引し、インジェクタに注入している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来の液状放射性薬剤注入方法は、以上のように構成されていたため、次のような課題が
存在していた。
すなわち、第１従来例の場合、センサーで感知後に残っている陰圧により液が移動するた
め注入のロス（オーバーフロー）があった。
また、ループを大きくすると担体（液）が多く、高速液体クロマトグラフィーへの注入前
に試料が希釈されることになっていた。また、センサー感知後のセンサーを利用して注入
を確認しても注入ロス（オーバーフロー）が発生していた。また、第２従来例の場合、セ
ンサーで感知後の残圧により液が移動するため注入のロス（オーバーフロー）が発生して
いた。
またループを大きくすると担体（液）が多く、高速液体クロマトグラフィーへの注入前に
試料が希釈されることになっていた。
【０００６】
本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、特に、インジェクタの手
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前位置にメンブランフィルタを設けることにより、メンブランフィルタのエアーロック現
象を用いて反応容器からメンブランフィルタまでを密封系としてインジェクタの切替えを
行うようにした液体放射性薬剤注入方法及び装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明による液状放射性薬剤注入方法は、反応容器内の液状放射性薬剤を、加圧ガスの圧
力により移送用チューブ及びフラット針を介して、高速液体クロマトグラフィー用のイン
ジェクタに供給するようにした液状放射性薬剤注入方法において、前記移送用チューブに
設けられたメンブランフィルタを介して前記液状放射性薬剤を供給する方法であり、また
、本発明による液体放射性薬剤注入装置は、反応容器内の液状放射性薬剤を、加圧ガスの
圧力により移送用チューブ及びフラット針を介して、高速液体クロマトグラフィー用のイ
ンジェクタに供給するようにした液状放射性薬剤注入装置において、前記移送用チューブ
に設けられ前記フラット針と反応容器との間に位置するメンブランフィルタを有する構成
であり、また、前記インジェクタはエアーアクチュエータにより切替えられる構成であり
、また、前記インジェクタは電動モータにより切替えられる構成であり、また、前記イン
ジェクタの６方弁は複数よりなると共に、各６方弁は該当するカラムに対して選択的に送
液する構成である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、図面と共に本発明による液状放射性薬剤注入方法及び装置の好適な実施の形態につ
いて説明する。
図１において符号１で示されるものは液状放射性薬剤２を収容した反応容器であり、この
反応容器１内には加圧ガス３が注入され、この反応容器１からの液状放射性薬剤２は移送
用チューブ４、メンブランフィルタ５及びフラット針６を介して高速液体クロマトグラフ
ィー用のインジェクタ７に供給されるように構成されている。
【０００９】
次に、動作について述べる。まず、液溜め容器である反応容器１、メンブランフィルタ５
、図示しない高速液体クロマトグラフィー用の６方弁からなるインジェクタ７をテフロン
（登録商標）チューブ等からなる移送用チューブ４で接続する。
次に、反応容器１内に液状放射性薬剤２を供給し、窒素、ヘリウム、アルゴン等の不活性
ガスからなる加圧ガス（空気でも可）を加えると、液状放射性薬剤２は、メンブランフィ
ルタ５及びフラット針６を介してインジェクタ７に送られる。
【００１０】
前述の状態が継続されることにより、液状放射性薬剤２の全量がインジェクタ７側に供給
されると、移送用チューブ４及びメンブランフィルタ５等の内部はガス成分のみの流れと
なり、メンブランフィルタ５によってロック、すなわち、ガスが流れなくなる周知のエア
ーロック現象が発生する。
【００１１】
前述のエアーロック現象によってガスが流れなくなると、このガス流量の低下を図示しな
いセンサーで検出し、前記インジェクタ７が切替えられると、図示しない周知のポンプ、
サンプルループ及びカラムのラインが接続され、このサンプルループ内の液状放射性薬剤
２は、前記ポンプから送られてきた溶離液（図示せず）により前記カラムに移動されると
共に、高速クロマトグラフィーによる液状放射性薬剤２の分離動作が行われる。
【００１２】
次に、前述の液状放射性薬剤２に溶解液を添加して分離動作を行う場合について説明する
。
まず、液状放射性薬剤２に有機溶媒又は水等の溶解液を添加すると共に、有機溶媒の場合
にはこの有機溶媒が均一に溶けるようにバブリングを行う。
また、反応容器１内を加圧する加圧ガスは、多い場合には急に圧力が上昇して流量が減少
するために、液状放射性薬剤２が圧送される時間が長くかかるようになる。
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【００１３】
前述の状態で、圧力を図示しない圧力センサーでモニタリングして次のステップへ切替え
るトリガにすると、移送開始時のオーバーシュートにより異常圧が起きてしまい、液状放
射性薬剤２がインジェクタ７に移送しきらないうちに次のステップに進むことがあるが、
前述のように流量でモニタリングを行う場合は、圧力で行う場合とは異なって著しいオー
バーシュートの発生はなくなる。
【００１４】
また、前述のように、メンブランフィルタ５のエアーロックが発生し、メンブランフィル
タ５までの経路がこのエアーロックにより、完全に閉鎖系となり、その経路内の圧力が上
がり切らないと流量に変化が見られないため、液状放射性薬剤２の全量が移送されるまで
には１分弱の時間が必要である。
そのため、流量の低下が確認され、液状放射性薬剤２が完全に移送された時の流量を図示
しない流量計等によってモニタリングし、図示しないアクチュエータを作動させてインジ
ェクタ７の６方弁を切替えるためのプログラムを起動させることにより、自動的に高速液
体クロマトグラフィーへの取り込みが行われる。
尚、前述のインジェクタ７は、中心に注入ポートがある６方弁の構成の代わりに、裏面の
ポートの中の１ケ所が注入ポートであり、そこにメンブランフィルタを接続する構成とす
ることもでき、この６方弁インジェクタ７はエアーアクチュエータ又は電動モータにより
瞬時に切替えることができる。
また、インジェクタの６方弁を複数とし、各６方弁は該当するカラムに対して選択的に各
々送液することもできる。
【００１５】
【発明の効果】
本発明による液状放射性薬剤注入方法及び装置は、以上のように構成されているため、次
のような効果を得ることができる。
すなわち、液状放射性薬剤をインジェクタに送る移送用チューブにメンブランフィルタが
設けられているため、移送している液状放射性薬剤が全量注入されてガス成分が多くなる
と、ガスによってエアーロック状態となり、確実に自動的なインジェクタの切替えができ
るため、装置の大幅な簡略化が可能となる。
また、メンブランフィルタによるエアーロック現象を利用しているため、反応容器内の液
状放射性薬剤のインジェクタ内への完全な注入を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液状放射性薬剤注入方法及び装置を示す構成図である。
【符号の説明】
１　　反応容器
２　　液状放射性薬剤
３　　加圧ガス
４　　移送用チューブ
５　　メンブランフィルタ
６　　フラット針
７　　インジェクタ
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【 図 １ 】
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